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おわりに

はじめに

国際法において、教育を受ける権利は詳細に規定されている。しかし、筆者は

大学在学中に児童養護施設で小学生の教育指導に携わったことから、日本では全

ての子どもに平等にその権利が保障されているとは言い難いことを痛感した。本

論文は、基本的人権を構成する社会権規約第13条における教育を受ける権利に焦

点を当て、日本において教育を受ける権利が保障される上での課題を明らかにす
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ることを目的としている。社会権規約における教育を受ける権利は広く論じられ

ていることから、本論文においては教育過程の礎となる初等教育を中心に研究を

進めることで、論点を明確にすることとする。

一方で、そもそも教育と法は、それぞれが独立した専門分野を確立しているよ

うに見えることから、個々が有する領域は交わる必要がないようにも考えられる。

本論文において同時に 2つの分野を同じ重みで扱うことにおける重要性は、

Annamagriet de Wetの解釈により明らかになるといえるだろう。彼は、教育法

は法律面と教育面の 2つの面を持つコインに形容することができるとしており、

両者は相互に影響を与え合うものとして 1つのものに共存する必要があると論じ

ている他、両者は同等の価値を有するとしている1）。よって、教育と法は、それ

ぞれが独立して存在することを可能としながらも、互いの領域分野が必要不可欠

だといえるのである。

本論文では、初めに国際法における教育を受ける権利の成り立ちや定義を論述

する。次に、日本における社会権規約が示す教育を受ける権利の保障について政

府報告書や事例に基づいて考察することで、どのような教育問題が生じているの

かを指摘する。そして、以上の考察を踏まえ、日本において教育を受ける権利を

保障する上での課題を国際法の観点から論証したい。

Ⅰ　社会権規約における教育を受ける権利について

1　社会権規約とは

それでは、本論文がテーマとして扱う社会権規約は、数ある国際的な取り決め

の中でどのような位置づけにあるのかを見ることで、本規約が国際社会において

持つ意味を明らかにする。前提として、国際人権規約の前文では、「人類社会の

すべての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ奪い得ない権利を認め」ると共にそ

の権利が「人間の固有の尊厳に由来することを認め」、これらの権利を尊重並び

に遵守する義務を締約国に課している。社会権規約は「経済的、社会的および文

化的権利に関する国際規約」と表され、「市民的および政治的権利に関する国際

規約」と「市民的および政治的権利に関する国際規約についての選択議定書」と

共に国際人権規約を構成している。国際人権規約は、世界人権宣言と合わせて国

際権利章典を構成するとの考えに基づいて制定されたものである。世界人権宣言

の法的拘束力は否定されているが、国際人権規約は法的拘束力を有している。ま
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た、規約であるが、条約を意味しており、国際人権法において基本法となってい

る。このように、社会権規約は、国際的に法的な影響力を持って人権を保障する、

教育権を含む基礎的な権利であると考えられる。

次に、社会権規約は共に国際人権規約を構成する自由権とどのような相違があ

るのかを明らかにすることで、社会権規約の特徴を具体的に示そう。自由権規約

は「直ちに万人に保障さるべき権利であ」2）る。よって、自由権規約の当事国は、

同規約において規定された人権を即時に実施する義務を負っており、義務を果た

すために必要な立法等の措置を取らなければいけないとされている。これは、個

人の権利を国家が妨げないようにすることが自由権を保障することにつながるた

め、すぐに実施することができるという考えに基づいている3）。一方で、社会権

規約は各国が直ちに完全に達成できるような内容ではないことから、それぞれの

国の状況を鑑みて漸進的に達成される目標であるとされている。これは、同規約

内において原語では“progressively”という語を用いて表現されている。

2　社会権規約内の教育を受ける権利

社会権規約において教育を受ける権利が論じられている第13条は、第12回総会

第 3委員会において、第779回会議から第788回会議まで審議が行われ、採択が成

された。以下が該当する規約条項の政府公定訳である。

第13条

1  　この規約の締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める。締約

国は、教育が人格の完成及び人格の尊厳についての意識の十分な発達を指

向し並びに人権及び基本的自由の尊重を強化すべきことに同意する。更に、

締約国は、教育が、すべての者に対し、自由な社会に効果的に参加するこ

と、諸国民の間及び人種的、種族的又は宗教的集団の間の理解、寛容及び

友好を促進すること並びに平和の維持のための国際連合の活動を助長する

ことを可能にすべきことに同意する。

2  　この規約の締約国は、 1の権利の完全な実現を達成するため、次のこと

を認める。

（a ）初等教育は、義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとす

ること。
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それでは、社会権規約委員会によって行われた、社会権規約の教育を受ける権

利に関する初めての有権解釈である一般的意見第13号を参照することで、規約が

論じようとする国際社会の教育に対する共通認識を明らかにすることとする。

本意見では、教育について次のように述べている。「教育はそれ自体が人権で

あるとともに、他の人権を実現する不可欠な手段でもある｡ エンパワーメント

［訳注：個人の能力を向上させること］の権利として、教育は、経済的 ･社会的周辺

に追いやられた（marginalized）大人と子どもが貧困から脱し、地域社会に全面的

に参加する手段を得るための主要な手段である｡ 教育は、女性をエンパワーし、

搾取的で有害な労働や性的搾取から子どもを守り、人権と民主主義を促進し、環

境を保護し、また人口増加を制御する上できわめて重要な役割を果たしている。

教育は国がなしうる最良の財政的投資の一つであるという認識はますます高まり

つつある｡ しかし、教育の重要性は、単に実用的なものにとどまらない｡ 良い教

育を受け、啓発され、自由にかつ広く広がることのできる活発な精神は、人間存

在の喜びと報償の一つなのである｡」4）

また、教育の目的については以下のように述べている。「締約国は、公教育か

私教育か、公式なものか非公式なものかを問わず、あらゆる教育は13条 1項にあ

げられた目的及び目標を指向することに同意している｡ 委員会は、これらの教育

目標は国際連合憲章 1条及び 2条に掲げられた国連の目的及び原則を反映してい

ることに留意する｡ また、その大部分は、世界人権宣言26条 2項にも見出される

ものである｡ 但し、13条 1項は三つの点で、宣言になかった要素を付け加えてい

る。すなわち、教育は人格の「尊厳についての意識」を志向し、「すべての者に

対し、自由な社会に効果的に参加すること」を可能にし、かつ、諸国民の間及び

人種的又は宗教的集団のみならずすべての「民族的［ethnic；公定訳では「種族

的」］」集団の間の理解を促進しなければならない。世界人権宣言26条 2項と規約

13条 1項に共通の教育目標のうち、おそらく最も基本的なのは「教育は人格の完

成を指向」するということであろう。」5）

そして、同意見内のパラグラフ 5では、その他の国際文書において詳しく述べ

られている教育目標は、社会権規約第13条 1項にも黙示的に含まれているとして

いる6）。

このように社会権規約において示されている教育は、竹内（2010）によれば、

3つの要因により「普遍的」な意義を持つものである7）。「普遍的」とは、「出身

の国・地域がどこであれ、居住する国・地域がどこであれ、どのような事情を抱
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えていようとも、人類社会のすべての人間に共通である」8）ことを意味するとし

ている。また、 3つの要因とは、「人間の固有の尊厳性、人格・能力等の最大限

の発達（個人的要因）」9）、「社会への参加を可能にする（社会的要因）」10）、「国境を

超えた人類社会における相互理解・寛容・有効の促進（人類社会的要因）」11）を意

味するとしている。よって、規約内に示されている教育は、全ての人が社会生活

を営む上での基盤となるものであるといえるだろう。

また、社会権規約の締約国には、その実現内容が曖昧なものになることを防ぐ

ために具体的な条件を達成することが義務付けられており、本論文において注目

している社会権規約第13条 2項（a）に見られる初等教育の無償化はその一例で

ある12）。

3　社会権規約における教育を受ける権利の起草過程

社会権規約第13条は、1948年に採択された世界人権宣言の教育権条項である第

26条を基盤として成立したものであり、選択議定書の追加を除いて現在まで条文

改正が行われることなく批准国に対して法的拘束力を持っている有力な規範であ

る。

本規約は草案をベースとした修正案13）の積み重ねにより作成されたものであ

るため、それらの分析を通して、教育を受ける権利を文言化する上で重要である

とされた要素を明らかにしたい。以下は社会権規約草案を日本語に訳したもので

ある14）。

第14条

1  　この規約の締約国は、教育についてのすべての者の権利を認め、また、

教育が人格の完成、人権及び基本的自由の尊重の強化並びに人種的その他

の憎悪のあらゆる煽動の禁止を奨励すべきことを認める。教育は、諸国民

の間及び人種的、種族的又は宗教的集団の間の理解、寛容及び友好を促進

し、並びに平和の維持のための国際連合の活動を助長し及びすべての者が

自由な社会に効果的に参加することができるようにさせるものとする。

2  　次のことが了解される。

（a ）初等教育は、義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとす

ること。
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さて、本草案 2項の文言は、法的な意味について疑念が表明され、それが修正

案に反映されることとなった。具体的には、 2項の初めにある“It is 

understood”が“The State Parties to the Covenant recognize”に改められた。ま

た、再度修正案が提出された際には、改訂案 2項にある“recognize”の後に、

“that, with a view to achieving the full realization of this right”を追加すること並

びに「第 1項中“it shall suppress all incitement to racial and other hatred”を削

除し、次の文句を挿入する。“it shall cultivate a positive state of mind and stress 

its significance to the progress and welfare of the individual and the community.”

但し、後者は後に撤回された。」15）という 2案が盛り込まれることとなった。さ

らに、次のような意見が示された。まず、 1項は宣言としての性格を主として持

ち、本定義がそれぞれ違う重要性を持つ要素を混同させるものであり、似たよう

な定義が他の条文において見られないことから、法律的文書として教育の目的に

ついて述べることは適切ではないとの意見に対し、教育が用いられる目的は異な

るため、第14条の冒頭部分でその目的を明らかにすることが必要であるとされ

た16）17）。また、 2項の導入部より下にて示されている措置が、第 2条に従い漸進

的なものであることを明らかにすることについて合意に達した18）。そして、 2項

（a）の用語は、初等教育が義務的なものとされる中で、公立学校のみにおいて、

国の義務として無料の初等教育が施されるべきであることにおいて合意が成され

た19）。即ち、父母が無償の国立施設を必ず利用しなければならないという意味で

はないことを示すために用いられていることが明らかにされた20）。 2項において

使用される複数の文言並びに初等・中等教育の意味が国によって異なるものであ

ることも認められた21）。以上より、各国の解釈の差異に注意を払い、教育につい

ての定義を行うことで、全ての締約国にとって規約内容が実施可能なものである

ことを目指す規約作成者の意図を読み取ることができるといえる。実際、「無償

義務教育」という単語についても様々な議論が交わされている22）。

日本は規約案の審議促進について賛成の意を示し、1966年に国連総会において

採択が行われた。

続く1999年12月には、社会権規約委員会により、教育権に関する一般的意見第

13号が発表された。八木（2002）は、同意見は「その法的性格には吟味すべき点

があるものの、国際的合意のひとつの到達点といってよい。」23）と述べている。
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4　社会権規約における初等教育について

それでは、本論文が取り上げる初等教育について、一般的意見第13号を参照し

ながらその要件と重要性についてまとめることにする。

初等教育には以下の 4つの要素が含まれる24）。 1つ目は、「機能的な教育施設

及びプログラムが、締約国の管轄内において十分な量だけ利用できなければなら

ない｡ そのような施設及びプログラムが機能するために何が必要かは、それがど

のような発展段階の中で運営されているかを含む多くの要素による｡」25）とする

利用可能性である。次に必要とされるのが、アクセス可能性である｡ これは、「教

育施設及びプログラムは、締約国の管轄内において、差別なくすべての者にアク

セス可能でなければならない｡」26）との考えに基づくものである。また、アクセ

ス可能性には、相互に関係する 3つの側面があるとされており、具体的には、禁

止事由による差別なしに法律上・事実上共に全ての人がアクセス可能であること

を求める無差別、教育が物理的に無理のない範囲に存在する必要があることを示

す物理的なアクセス可能性、全ての人が教育を負担することができることを求め

る経済的なアクセス可能性から構成されているとしている27）。さらに、 4つ目の

要件として、受容可能性が求められているが、これは「カリキュラム及び教育方

法を含む教育の形式及び内容は、生徒にとって、また適切な場合には両親にとっ

て、受け入れられる（例えば、関連性があり、文化的に適切であり、かつ良質な）も

のでなければならない。これは、13条 1項で求められている教育目標及び、国が

承認する教育上の最低限の基準（13条 3項及び 4項を参照）に従う｡」28）との考え

に基づくものである。そして、最後の要件が適合可能性となっており、「教育は、

変化する社会及び地域のニーズに適合し、かつ多様な社会的 ･文化的環境にある

生徒のニーズに対応できるよう、柔軟なもので」29）あることが求められている。

また、以上の要件に加えて、初等教育は全ての子どもの基本的な学習需要に応え

るものである30）。よって初等教育は、教育課程の中でも根幹の部分を占めるもの

であり、その内容や教育を受ける環境が全ての人に受け入れられる必要があると

解釈することができるだろう。
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Ⅱ　日本における社会権規約内の教育を受ける権利の保障について

1　日本における教育を受ける権利

現在日本において教育を受ける権利は、国内法に限定すると、日本国憲法、教

育基本法及び学校教育法が基盤となって保障されている。教育基本法（平成十八

年法律第百二十号）は、1947年教育基本法の全てを改正するものである。

更に詳しく見ると、憲法第26条、教育基本法第 5条及び学校教育法第 6条、第

22条、第39条により、日本において初めの 9年間（ 6年間の初等教育と 3年間の前

期中等教育）の普通教育が義務とされている31）。また、国公立の学校では無償の

義務教育が行われている。

社会権的基本権としての教育を受ける権利が日本で初めて明記されたのは、日

本国憲法第26条においてである。以下に、憲法第26条の条文を示すこととする。

第26条

1  　すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとし

く教育を受ける権利を有する。

2  　すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教

育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

さて、日本で最初の教育法令としては、1872年に学制が発された。その後、

1890年10月30日には「教育ニ関スル勅語」が発布され、1946年には、中央教育審

議会の前身となる教育刷新委員会において教育基本法案の立案が始まった。この

動きは、教育勅語の在り方に疑問を呈するところに基づいており、1947年 3月に

教育基本法案が国会に提出・審議が行われた後に同年31日に教育基本法が公布・

施行された。1948年 6月19日には、衆参両院で教育勅語の排除・失効確認決議が

採られた。教育基本法と学校教育法は、憲法の内容を具体化したものであるため、

国際法に主眼を据えた本論文では、以下において日本の国内法は憲法を代表とし

て扱うこととする。

また、日本が社会権規約を批准したのは、国内法制定からしばらく経った1979

年のことであった。
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2　日本における社会権規約と教育を受ける権利

一般的な概念として、社会権規約を含む条約の内容を国内でどのように実現す

るかについては、各国の憲法が定めるところとされている。では、日本において

条約の内容はどのように実現されているのだろうか。日本国憲法第98条 2項では、

「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守すること

を必要とする。」との記述があることから、条約は国会の承認を要するとともに、

その内容が誠実に遵守されるべきものであることが明記されている。また、条約

が批准されるということは、批准日より批准国内において条約が裁判規範として

の効力も有することを意味する。以上の理由により、日本において条約は法律よ

りも優位であり、国際法に違反する法律は無効となる。よって、社会権規約は日

本国内の法律よりも優先されるべき重要な取り決めであるということができる。

また、日本において、社会権規約が意味するところの初等教育は小学校、中等

教育は前期中等教育が中学校、後期中等教育が高等学校、そして高等教育は大学

が該当する。

さて、本論文では、社会権規約第13条の日本国内での実施状況に関する最新の

報告書とその一つ前に提出された報告書並びに総括所見を始めとする関連文書か

ら、本論文の趣旨に合致すると判断した箇所を抜粋、要約の方法を通して扱い、

日本の教育分野における問題点を明らかにすることを試みる。総括所見とは、提

出された報告書に対して条約機関が解釈を示したものである。総括所見の誠実な

履行は条約上の義務の一部とされているため、政府や国会は社会権規約の遵守に

ついて指摘を受けた場合には、問題解決のために措置を講じる必要がある。また、

憲法第81条によれば、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法

に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」が、総括所

見は国内の司法判断における尊重が求められているため、検討を誠実に行ったが

総括所見を受け入れることができないという場合には、委員会に対する説明責任

を果たすことが求められている。日本政府以外の視点も取り入れることで問題を

多角的に捉えるために、このような効力を有している総括所見も扱うこととする。

そして、最新の文書を扱い、可能な限り現在の状況に即した環境下での委員会と

政府のやり取りを参照することによって、次章以降で扱う事例の解釈をスムーズ

に行うことを促すと共に、 2回分の文書を参照することで、委員会の指摘した内

容がどのように日本に受け入れられ、対応策が取られているのかを論じることと
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する。

（ 1 ） 第 2 回報告書に関する一連の流れと考察

まず、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第16条及び第17条に

基づく第 2回報告（仮訳文）」32）を見ることにする。

本報告書において日本は、市町村による必要な就学援助の供給並びに国の補助

によって家庭の経済状況等を原因として義務教育を受けることが難しくなる恐れ

のある子どもの就学が保障され、義務教育の円滑な実施が行われていると述べて

いる33）。

また、公立義務教育諸学校の学級編成と教職員数の標準が法律によって定めら

れ、教職員の給与費の 2分の 1が原則として国によって負担されることで、教育

の機会均等と全国的な教育水準の維持向上が図られている34）。

そして、日本に居住する外国人の児童も、日本人と同じく初等教育並びに前期

中等教育を受ける機会を有しており、国公立学校の場合にはその教育が無償で行

われていることにも触れられている他、外国人の子どもが日本の学校教育を受け

る場合には、日本語教育を充実させることが重要であるとしている35）。そして、

全国の公立の小・中・高等学校において日本語教育が必要な外国人児童・生徒に

対しては、特別な日本語指導等の強化措置を取っている旨が述べられている36）。

さらに、外国人の母国語の学習等は、小・中学校において正規の教科としては認

められていないが、任意の課外活動として行われることは問題ないため、実際に

行われていることが明らかにされた37）。

本報告書を踏まえて、2001年 3月 2日に日弁連報告が提出された。日弁連とは

日本弁護士連合会のことであり、日本の弁護士全員が強制的に加入している団体

のことを指す。報告書審査の過程で「締約国に対して、本報告の審査においてそ

の関心事項を表明した団体を含む市民社会団体との対話を、次回定期報告の提出

に先立つ国家レベルで開催される対話において継続することを慫慂する。」38）と

述べられていることから、その意見を重要な参考資料として扱うことにする。

さて、日弁連は本政府報告書に対し、義務教育の小・中学校における授業料と

教科書代以外の教育費が家計を圧迫していることから「初等教育及び前期中等教

育において、教育費の実質的無償化に向けた措置が取られるべきである。」39）と

述べている。また、公立の小・中・高等学校では、 1クラスの生徒数が多く、生

徒の個性やニーズに合わせた教育を実施することができずに学校嫌いや学級崩壊
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が発生していることから、より積極的な施策が求められているとした40）。そして、

政府報告書は学校教育制度が不十分であることに触れていない点を指摘してい

る41）。

このような議論が行われる中で、2001年 8月21日に開催された第42回及び第43

回会合における審査、2001年 8月30日に開催された第56回会合における採択が成

された総括所見の具体的な内容について見ることにする。

委員会は、「全ての段階における教育が、過度に競争的でストレスの多い性格

のものになっていること」42）があり、生徒の不登校、病気及び自殺を招いている

ことを指摘している43）。また、少数者の児童が、公立学校において母国語によっ

て自らの文化についての教育を受ける機会が極めて限定されていることを挙げな

がら、教育システムの包括的見直しを行うべきであるとしている44）。さらに委員

会は、規約第13条 1項を始めとする文書において示されているような教育の目

的・目標を反映するような学校で使用する教科書並びにその他の教材の記述を求

めている45）。そして、言語的少数者のために母国語教育を導入し、国の教育課程

に従う少数者の学校を公式に認めることが求められている46）。以上をまとめると、

日本における外国人児童の教育を受ける権利の保障が大きな問題であることが分

かる。また、教育を受ける環境についての記述も見受けられた。

（ 2 ） 第 3 回報告書に関する一連の流れと考察

それでは、その後社会権規約の教育を受ける権利の実現に関して日本国内でど

のような変化があったのだろうか。第 3回政府報告書における本論文の内容に関

係する。教育を受ける権利の保障についての記述は、前回の報告書とほぼ同じ内

容であった47）。

次に、日弁連が審査前の作業部会が作成する質問表について論じたもの並びに

日弁連報告書について見ることにする。

まず、本人又は家族が適法な在留資格を持たない等の理由で外国人登録を行っ

ていない日本国籍を持たない子どもに対する就学通知は送られないため、事実上

これらの子どもたちに教育の機会は与えられていないことが明らかにされた48）。

次に、日本語能力が不十分な生徒に教育を受ける権利を保障するために必要であ

る日本語教育等の実施は各自治体に委ねられているため、全国的な措置が取られ

ていないとしている49）。また、日本国籍を有さない又は日本以外にルーツがある

子どもが、それらの国・地域の言語や文化を日本の学校に通いながら学習したい

法62号.indb   163 2019/05/15   16:19:59



164　法律学研究62号（2019）

と考えた場合に、そのような学習を受ける環境が制度的には保障されていないこ

とが述べられた50）。

これらを踏まえた上で、日本国籍ではない児童・生徒の中で、日本において就

学年齢に達している児童・生徒数と、実際に義務教育で学んでいる生徒数の情報

が求められた他、家族又は本人が在留資格を有さない等の理由によって、外国人

登録が行われていない子どもの存在を把握しているかどうかと、このような子ど

もたちが、教育を受ける権利を得るためにどのような措置が取られているのかに

ついての説明が求められた51）。そして、日本語の習得が不十分な生徒が教育を受

ける権利を保障するために取られている措置について、児童生徒が日本国籍を有

しているか否かに分けて説明することが必要であるとされた52）。日本国籍を有さ

ない又は日本以外にルーツがある生徒が、それらの国・地域の言語や文化を学ぶ

機会を保障するために取られている措置についての情報提供も求められた53）。そ

して最後に、民族学校に対する助成・寄付に関する税制上の優遇措置について、

日本の学校に比べて差別的な扱いが行われている現状についての情報が必要であ

るとされた54）。第 2回報告書で指摘されている教育費の問題についても、政府報

告書において就学援助を行っているとの記述55）も見られるが引き続き指摘が行

われている56）。

それでは最後に、総括所見を見ることにする。これは、2013年 4月29日から 5

月17日の期間にあたる第50会期において経済的、社会的及び文化的権利に関する

委員会によって採択されたものである。この中で委員会は、多数の外国人児童が

学校に通っていないことに対する懸念を表している57）。また、日本に対して、日

本国籍の有無並びにその法的地位に関わらず、日本国内の全ての子どもに対して

義務教育が行われているかどうか状況を監視するよう求めている58）。

第 3回報告書は、第 2回報告書提出時と比較して日本で教育を受ける権利の保

障に関する状況が改善したことを窺わせる記述が少なく、外国人児童の日本にお

ける就学問題が前回に引き続き大きく取り上げられていることが分かる。また、

上述したように日弁連の意見は丁重に扱われるべきであると解することから、日

弁連によって繰り返し指摘されている初等教育無償の範囲を始めとする教育問題

についても留意するべきであるといえる。
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Ⅲ　国際法の観点から見る日本の教育課題

1　日本の教育事例

書面上の議論に注目してきたが、教育現場に視点を移すことで、前述したよう

な問題が、具体的に社会においてどのような形で表れているのかを明らかにする。

まず取り上げるのは、外国人児童の日本における学習環境に関する新聞記事59）

と、子どもの貧困率についての記事である。

外国人児童についての記事では、NPO法人「国際社会貢献センター」（ABIC）

の調査により、 6県12市町の公立小学校における特別支援学級に通う外国人児童

の割合が、日本人の生徒数の倍以上であることが明らかになったとしている60）。

特別支援学級とは、学校教育法により知的障碍者や肢体不自由者のために設置す

ることができるとされている学級のことを指す。つまり、本事例の問題は、前述

した竹内（2010）の言葉を借りれば、社会権規約における「個人的要因」61）が欠

如した状態で外国人児童の能力に見合わない環境下で教育を受けることが強いら

れていることにあるといえる。

なぜ外国人児童が多い学校において外国人の子どもが高い割合で特別支援学級

に在籍しているのかについて、公益財団法人あいちコミュニティ財団は、自治体

において特別支援の判断基準並びに日本語指導が必要であるか否かの判断が、明

確な基準に基づいて行われておらず、外国人の子どもの指導や支援について地域

で共有する仕組みがないことを挙げている62）。

次に取り上げる新聞記事においては、毎日新聞がアンケートを実施した際に調

査対象とした自治体の約 4割が、日本に住民登録があり、小・中学校に通ってい

ることを確認することができない外国籍の子どもの状況を調べていないことが明

らかになっている63）。外国籍の子どもを学校に通わせることが義務ではないとい

う理由が多数挙げられている64）。

最後の論点は、「子どもの貧困率」が厚生労働省による2016年の「国民生活基

礎調査」において、日本は13.9％であり65）、貧困状態にある子どもは 7人に 1人

となったというものである66）。経済協力開発機構（OECD）が2013年に取りまと

めたデータによると、加盟国平均の子どもの貧困率は13.3％であることから、

OECD平均を上回っており、厚生労働省はさらなる対策が求められているとし

た67）。また、特に日本において初等教育を受ける時期である10歳頃は、学習内容
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に応用力を問う課題が増え、子どもたちがつまずきやすくなることから「10歳の

壁」という言葉で形容されるが、記事で示された調査結果によれば「壁」はとり

わけ貧困世帯の子どもたちの学習を阻害する要因になることが明らかにされた68）。

ここにいう貧困とは、その国における適切な生活水準を保つことが難しいとされ

る相対的貧困であることから、日弁連の意見に見られる教育費による家計圧迫に

関連していると解することができる。

以上より、教育現場において規約内容の実施の形骸化が実際に発生しているこ

とが分かった。

2　社会権規約と日本の教育問題

そこで、日本国内における規約内容の不完全な実施が起きる理由を次の 2点よ

り考えることにする。まず初めに規約内容について考えるために荒牧（2006）の

意見69）を参照すると、人権条約の規定が曖昧かつ抽象的なものになっているこ

とや、「国際人権は現実の人権侵害状況や人権未保障の状況に対する現実的な対

応であるために人権の哲学的基礎を見出しえないことや整合的な理解ができない

ことへの戸惑いなど」70）が条約内容の国内における実施が疎かになる理由として

挙げられている。

一方で、人権条約は様々な国の憲法規定や地域的な人権条約等を基礎として作

成が行われており、人権条約委員会による一般的意見や総括所見等の採択を通し

て規定の意義及び規範内容が明らかにされているため、規定の意義や内容を確定

することが可能であるとの記述も見られることから、社会権規約の内容は日本国

内で実施されるに足りるものであるといえる。

次に、日本国内における規約の実施方法について考える。前述したように、憲

法第98条 2項より、日本において条約は、その内容が誠実に遵守されることが求

められているはずである。しかしながら、この遵守の方法については一つに限定

されない。これは、条約が、国内裁判所において裁判規範として直接適用が可能

な自動執行的な条文と、法令の解釈準則として援用するに留まる間接適用可能な

条文に分かれていることによるものであり、一般的に、社会権規定は間接適用さ

れるに留まると解されている。実際に、日本の裁判所において、最高裁判所の先

例に限定したもので直接自動執行性について取り組んだものは存在しない71）。ま

た、社会権規約委員会は日本の第 3回定期報告に関する最終見解において、日本

が本規約の規定の国内法体系における効力を与えていないため、日本の裁判所は
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本規約の規定を国内で適用することができないと述べている72）。

それでは、社会権規約第13条の直接適用は完全に不可能であるのだろうか。

1989年 9月 6日ベルギーコンセイユ・デタ判決73）を基に考える。本件は、初等

教育の無償性が問題となっており、両親又は法定保護者がベルギー人でなく、か

つベルギーに在住していない生徒が、授業料並びに通常初等教育の登録料として

14,000フランを納めることについて生徒の養父である申立人が取消しを求めて、

社会権規約第13条 1項及び 2項に基づいた訴訟を提起したものである。

判決は、個人は社会権規約で保障されている権利の執行を裁判で早急に要求す

ることはできないことに言及している。その上で、社会権規約第14条の義務は、

第13条 2項を実現していない国に向けたものである一方で、国内法において既に

同様の規定が存在する国については、規約は事後にそれを逸脱しない「直接かつ

即時に適用可能な義務を課す」74）としている。よって、本件においては、無償の

初等教育に関するベルギーの国内法が定められた後に社会権規約の批准、発効が

行われたため、同国の立法が、社会権規約第13条 2項が示す内容に一致するもの

であるかについて検証が行われ、本件で問題となった通達の取消しが認められた。

つまり、締約国に課された義務として規定は有効であるため、国家機関の行為の

合法性の審査を行い、判断を下す基準として、社会権規約を直接適用することが

可能であることが示された75）。本件を日本に当てはめて考えてみると、憲法第98

条 2項に基づき、ドイツにおいて広く定着している、国際法上の規律の遵守を国

内法の分野において可能にする国際法親和性原則の考えを援用する76）ことで直

接適用への道が開けると考えられる。

以上より、社会権規約の内容自体は国内で適用されるにふさわしいものであり

ながら、その適用方法について意見が分かれていることは、規約内容の日本国内

における実施を複雑化させているといえるだろう。岩沢（2005）は、「経済的、

社会的及び文化的権利に関する国際規約（いわゆる A規約）は、non-self-

executingであるといわれることが非常に多い」77）と述べ、その根拠が第 2条 1

項にあるとしながらも、同条文を起草するにあたり、そもそも社会権規約が self-

executingであるかは問題としていないことを指摘している78）。委員会は日本に

おける本規約の義務について即時的効力がないと解釈し、懸念を表している79）

ことを真摯に受け止めるならば、社会権規約は直接又は間接適用のどちらである

のかについて固執した議論を行うのではなく、社会権規約の解釈を日本国内にお

いて重んじる環境の構築に努めることが日本において優先して解決されるべき教
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育課題であるといえるだろう。

3　日本の教育問題解決に向けて

最後に、社会権規約の重要性が日本国内で正しく認識されることにより、先に

挙げたような問題が実際に解決されるのかを見ることにする。一般的意見第11号

においては、規約の文言内にある「義務の要素は、父母も、保護者も、国家も、

子どもが初等教育を受けるべきであるか否かについての決定を選択的なものとし

て扱う資格はないという事実を強調する役割をもつ。同様に、規約の二条及び三

条でも要求されている、教育を受けることにおける性差別の禁止は、この義務と

いう要件によって強調されている。しかし、提供される教育は、質の点で十分で

あり、子どもにとって適切であり、かつ、子どもの他の権利の実現を促進するも

のでなければならない。」80）としている。社会権規約の内容が積極的に実施され

ることで、事例における特別支援学級に通う外国人を始めとする子どもたちが、

「質の点で十分であり、子どもにとって適切」81）な教育を受けることが促進され

るだろう。そして、「義務」を「選択的なものとして扱う資格はない」82）と捉え

ることを通して、日本における外国籍の子どもの未就学の問題が改善されること

が望まれる。

また、同じく一般的意見第11号内では規約内の「無償」という文言について、

「この権利は、子ども、父母又は保護者に支払いを要求せずに初等教育が受けら

れることを確保するよう明示的に述べられている。政府、地方当局又は学校によ

り課される料金、又はその他の直接的な費用は、この権利の享受を阻害するもの

となり、権利の実現を害することがありうる。こうした費用はまた、非常に後退

的な効果をもつことも多い。こうした費用をなくすことは、要求されている行動

計画によってとり上げられるべき事柄である。（実際はそうでなくとも、自発的な

ものとされることがある）父母への義務的な徴集金、又は、比較的に高価な学校の

制服を着用する義務のような間接的な費用も、同じ種類のものに入りうる。その

他の間接的な費用は、ケースバイケースで委員会の審査を受けることを条件とし

て、許容されることもありうる。この初等義務教育の規定は、父母及び保護者が

「公の期
（ママ）

間によって設置される学校以外の学校を子どものために選択する」権利

と何ら抵触するものではない。」83）と述べられている。衆議院憲法審査会事務局

により2017年 5月に提出された資料内では、義務教育の無償について、「授業料

のほか教育費一般の無償が憲法の精神に適うとするが、それは政策的に望ましい

法62号.indb   168 2019/05/15   16:19:59



169

という域にとどまる、と解する」84）説が通説・判例であるとされている85）。規約

内容の実施が日本国内で促進されることで、報告書審査で示されたような教育費

の負担軽減が後押しされ、子どもの貧困による学習環境悪化の改善、ひいては規

約が示すような教育の目的の達成につながるだろう。

おわりに

本論文は国際法の中でも社会権規約第13条 1項並びに 2項（a）に注目し、日

本における教育課題を明らかにすることを目的として、起草過程や規約に関する

報告書、教育問題の分析を試みたものである。

まず、社会権規約は国際社会で生じる差異に注意を払いながらも、全世界共通

の教育概念を普及させようとするものであることが分かった。

また、日本において社会権規約は、社会権規約委員会が述べている通り教育を

受ける権利を保障する上で重要とされない面があることが分かった。社会権規約

が示す内容が国内において積極的に取り入れられるように働きかけることは、外

国人児童が自らの能力に適さない環境で教育を受けている又は未就学であるにも

関わらず自治体による対応がない現状や、子どもの貧困と教育費の問題といった

現在の日本国内の法制度では十分に対処することができず、委員会や日弁連から

繰り返し指摘されている日本の教育問題に対する有効なアプローチとなることが

明らかになった。

よって、日本国内における社会権規約が占める位置を向上させることが、国際

法の観点から見た今後の日本の教育を受ける権利を保障する上での課題であると

結論付けることができるだろう。
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